
連邦税法を大幅に改正する「減税・雇用法」が昨年
12月22日に成立してから101日が経過した2018年
4月2日、同法により導入された三つの条項につき、
以下の公告が内国歳入庁（IRS）から発表されました。

これらの公告は、いずれも今後発行される財務省規
則の柱となる基本方針を大枠で示した限定的な内容と
なっていますが、一部当局の見解が待たれていた条文
の解釈が明確化されており、在米日本企業にとっても
着目すべきガイダンスとなっています。今回は中でも
特に関心が高いと思われる二つの公告を解説します。

「減税・雇用法」では、主として国外関連者への支
払利息の損金算入を制限する旧163条（j）が撤廃され、

新たに純支払利息を「調整後課税所得」の30％に制限
する新163条（j）が導入されました。ここでいう「純
支払利息」とは、事業上の支払利息から受取利息を差
し引いたものであり、「調整後課税所得」は繰越欠損
金控除前の課税所得に純支払利息と減価償却費を加算
した額になります※。純支払利息が調整後課税所得の
30％を超えたことにより損金不算入となる支払利息は、
無期限で繰り越しとなります。新163条（j）は、直近の
3年間の平均総収入（米国内関連者グループ単位）が
2,500万ドル超の納税者について、18年1月1日以降
に開始する課税年度に適用されます。新163条（j）は、
公共ユーティリティー業者については適用免除、不動
産業と農業については、一定の条件下で選択すること
により適用免除となります。
今回の公告では、旧163条（j）により損金不算入と
され、繰り越されていた不適格利息については、新163

条（j）の適用初年度において過年度からの繰越支払利
息として取り扱う方針が明確化されました。また、17

年12月31日以前に開始する課税年度から旧163条（j）
に基づき繰り越されていた不適格利息が18年1月1日以
降に開始する課税年度において損金算入された場合、そ
の支払先が財源侵食濫用防止税（BEAT）条項上の国外
関連者である場合には、財源侵食支出（Base Erosion 

Payment）として取り扱われることになります。旧
163条（j）上の損金算入制限枠の繰越余裕額は、新163
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条（j）では余裕額の繰越規定がないため消滅すること
になります。
新163条（j）の対象となるのは、事業上の支払利息お
よび受取利息とされていますが、「事業上」と「非事業
上」の区分が必ずしも明確ではありませんでした。今
回の公告によれば、Cコーポレーションの支払利息と受
取利息は全額が事業上のものとして取り扱われること
になります。Sコーポレーションやパートナーシップに
ついては、財務省規則で詳細が規定される予定です。
旧163条（j）は、直接的・間接的資本関係が50％超
の米国内関連会社グループ単位で適用されていました
が、今回の公告により、新163条（j）は、米国内関連
会社グループ単位ではなく、連結納税グループ単位で
適用される方針が確認されました。連結グループ内の
個社レベルでの取り扱いなどに関する詳細は、今後発
表される財務省規則において規定される予定です。
新163条（j）は、原則としてパートナーシップのレ
ベルで適用されることが条文で規定されていますが、
パートナーシップとパートナーの各レベルでの取り扱
いの詳細は、今後発表される財務省規則により規定さ
れることになります。
今回の公告により、旧163条（j）に関する規則草案

は撤回されます。IRSでは、新163条（j）に関する財
務省規則について、18年5月31日まで一般からの意
見を公募しています。

パートナーシップ持分はキャピタル資産と規定され
ていることから、外国法人または米国非居住者（外国
人）によるパートナーシップ持分譲渡益は、米国不動
産に帰属する部分を除き、原則非課税というのが従来
の基本的な取り扱いでした。
内国歳入庁は、受動的な投資活動の域を超える米国
事業に従事するパートナーシップの持分譲渡益は、外
国人にとってみなし米国事業所得となり課税対象とい
う通達を公表していましたが、法文解釈的に無理があ
り、税務訴訟で納税者が勝訴した経緯があります。今
回の税制改正により、米国事業に従事するパートナー
シップの持分譲渡損益は、米国事業損益と取り扱われ
る点が明確化されました。
その際、パートナーシップ持分譲渡益を認識する外
国人からの税徴収を補完するため、パートナーシップ

持分譲受人またはパートナーシップそのものに譲渡対
価の10％の源泉徴収義務を課すという規定が同時に導
入されています。当該源泉徴収義務の施行に際しては
多くの実務上の課題が残されており、税制改正直後の
昨年末12月27日には、上場パートナーシップ持分譲渡
時の源泉徴収義務を一旦凍結する旨の公告が、早々に
発表されていました。今回の公告は、非上場パートナー
シップ持分譲渡時に適用される源泉徴収義務の暫定的
ガイダンスとなります。
まず、具体的な源泉徴収納付および報告という基本
的なステップに関しては、以前から存在する外国人に
よる米国不動産持分譲渡課税（FIRPTA）時の源泉徴
収規定に準拠するとし、当面、既存の様式・規則を最
大限活用する対応策を打ち出しています。
源泉徴収義務は、譲渡人が外国人でない、または外
国人でもパートナーシップ持分譲渡時に譲渡益が存在
しない場合には免除されますが、当該免除規定の対象
となる旨についての譲渡人から譲受人への具体的な告
知方法が規定されています。
従来のFIRPA源泉時には、譲渡益に対する譲渡人の
最終税負担と比較して源泉徴収が過多となるケースに
源泉徴収額を減免する手続きが設けられていますが、
パートナーシップ持分譲渡に対する同様の手続きに関
しては、今後のガイダンス待ちとされています。代替
案として、外国人パートナーが過去3年で各々に持分を
譲渡するパートナーシップから配賦される所得に占め
る米国事業所得の比率が25％未満、またはパートナー
シップ総資産の含み益に占める米国事業資産の含み益
の比率が25％未満の場合には、一定の告知手続きを踏
むことで源泉徴収義務が免除される緩和措置が設けら
れています。
また、売却直前までパートナーに配賦されていたパー
トナーシップ負債額がパートナーシップ持分譲渡時の
みなし対価に含まれる場合、源泉徴収目的でどのように
当該金額を把握し、また譲受人にどのように当該金額を
告知するかという複雑な手続きにも言及されています。
なお、この公告に規定される免除などはあくまで譲
受人側の源泉徴収義務に関わるもので、譲渡人側の課
税関係には影響がありません。

Ⅲ　外国人によるパートナーシップ持分の譲渡
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